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〇 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第   号  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 四 十 八

号 ） の 一 部 の 施 行 に 伴 い 、 及 び 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律

第 二 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 同 法 を 実 施 す る た め 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関

す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 個 人 情 報 保 護 委 員 会 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 六 年   月   日                          個 人 情 報 保 護 委 員 会 委 員 長  藤 原  靜 雄  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 個 人 情 報

保 護 委 員 会 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則  

（ 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部

分 の よ う に 改 め る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 の 実 施 ）  

第 一 条  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用

等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 （ 以 下 単 に 「 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 」

と い う 。 ） は 、 法 第 二 十 八 条 の 規 定 及 び こ の 規 則 の 規 定 並 び に 法

第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 個 人 情 報 保 護 委 員 会 が 定 め る 指

針 （ 以 下 単 に 「 指 針 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 実 施 す る も の と す る

。  

 

 

（ 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 の 実 施 ）  

第 一 条  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用

等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定

す る 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 （ 以 下 単 に 「 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 」

と い う 。 ） は 、 法 第 二 十 八 条 の 規 定 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個

人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 二 十

六 年 政 令 第 百 五 十 五 号 ） 第 三 十 一 条 の 規 定 及 び こ の 規 則 の 規 定 並

び に 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 個 人 情 報 保 護 委 員 会 が 定

め る 指 針 （ 以 下 単 に 「 指 針 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 実 施 す る も の

と す る 。  
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（ 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル ）  

第 四 条  法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 特

定 個 人 情 報 フ ァ イ ル は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
［ 一 ～ 五  略 ］  

六  法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 （ 行 政 機 関 の 長 、 地

方 公 共 団 体 の 機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除

く 。 ） の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 特 定 個 人 番

号 利 用 事 務 （ 法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 特 定 個 人 番 号 利 用 事

務 を い う 。 ） に お い て 保 有 す る も の 以 外 の も の 及 び 法 第 十 九 条

第 八 号 に 規 定 す る 情 報 提 供 者 （ 行 政 機 関 の 長 、 地 方 公 共 団 体 の

機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。 ） の 保 有

す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 当 該 情 報 提 供 者 が 個 人 番

号 を 用 い る 事 務 に お い て 保 有 す る も の （ 利 用 特 定 個 人 情 報 を 記

録 す る も の に 限 る 。 ） 以 外 の も の 並 び に 法 第 十 九 条 第 九 号 に 規

定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ

ル で あ っ て 、 当 該 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 が 個 人 番 号 を 用 い る

事 務 に お い て 保 有 す る も の （ 利 用 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 当 該 事

務 の 内 容 に 応 じ て 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る も の （ 条 例

事 務 関 係 情 報 提 供 者 の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ

れ た も の に 限 る 。 ） を い う 。 ） 以 外 の も の  

［ 七 ～ 十  略 ］  
（ 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル ）  

第 四 条  法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 特

定 個 人 情 報 フ ァ イ ル は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

［ 一 ～ 五  同 上 ］  

六  法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 情 報 照 会 者 （ 行 政 機 関 の 長 、 地

方 公 共 団 体 の 機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除

く 。 ） の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 法 別 表 第 二

の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 に お い て 保 有 す る も の 以 外 の も の 及 び 法

第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 情 報 提 供 者 （ 行 政 機 関 の 長 、 地 方 公

共 団 体 の 機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除 く 。

） の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 当 該 情 報 提 供 者

が 個 人 番 号 を 用 い る 事 務 に お い て 保 有 す る も の （ 法 別 表 第 二 の

第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 を 記 録 す る も の に 限 る 。 ） 以 外 の

も の 並 び に 法 第 十 九 条 第 九 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供

者 の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ っ て 、 当 該 条 例 事 務 関

係 情 報 提 供 者 が 個 人 番 号 を 用 い る 事 務 に お い て 保 有 す る も の （

法 別 表 第 二 の 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 当 該 事 務 の

内 容 に 応 じ て 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る も の （ 条 例 事 務

関 係 情 報 提 供 者 の 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た

も の に 限 る 。 ） を い う 。 ） 以 外 の も の  

［ 七 ～ 十  同 上 ］  

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関

す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提
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供 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部

分 の よ う に 改 め る 。  

改   正   後  改   正   前  
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 に 基 づ く 利 用 特 定 個 人 情 報 の 提

供 に 関 す る 規 則  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 に 基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に

関 す る 規 則  

（ 条 例 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 利 用 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る

こ と が で き る 場 合 ）  

第 二 条  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 務

は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の （ 以 下 「 条 例 事 務 」 と い う 。 ）

と す る 。  

一  法 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る 事 務 （ 以 下 こ の

項 に お い て 単 に 「 事 務 」 と い う 。 ） の 趣 旨 又 は 目 的 が 、 特 定 個

人 番 号 利 用 事 務 （ 法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 特 定 個 人 番 号 利

用 事 務 を い う 。 ） の う ち い ず れ か の 事 務 （ 以 下 「 法 定 事 務 」 と

い う 。 ） の 根 拠 と な る 法 令 等 の 趣 旨 又 は 目 的 と お お む ね 同 一 で

あ る こ と 。  

二  ［ 略 ］  

２  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 方 公 共

団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 は 、 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機

関 （ 法 令 の 規 定 に よ り 条 例 事 務 の 全 部 又 は 一 部 を 行 う こ と と さ れ

て い る 者 を 含 む 。 ） と す る 。  

３  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 個 人 番 号

（ 条 例 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と

が で き る 場 合 ）  

第 二 条  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 務

は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の （ 以 下 「 条 例 事 務 」 と い う 。 ）

と す る 。  

一  法 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る 事 務 （ 以 下 こ の

項 に お い て 単 に 「 事 務 」 と い う 。 ） の 趣 旨 又 は 目 的 が 、 法 別 表

第 二 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 の う ち い ず れ か の 事 務 （ 以 下 「 法 定

事 務 」 と い う 。 ） の 根 拠 と な る 法 令 の 趣 旨 又 は 目 的 と お お む ね

同 一 で あ る こ と 。  

 

二  ［ 同 上 ］  

２  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 方 公 共

団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 は 、 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機

関 （ 法 令 の 規 定 に よ り 条 例 事 務 の 全 部 又 は 一 部 を 行 う こ と と さ れ

て い る も の を 含 む 。 ） と す る 。  

３  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 個 人 番 号
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利 用 事 務 実 施 者 は 、 当 該 法 定 事 務 又 は そ れ 以 外 の 法 定 事 務 の う ち

そ の 事 務 の 内 容 が 当 該 条 例 事 務 の 内 容 と 類 似 し て い る も の で あ っ

て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 次 項 に お い て 「 法 定 事 務

等 」 と い う 。 ） を 処 理 す る た め に 必 要 な 利 用 特 定 個 人 情 報 を 提 供

す る 情 報 提 供 者 と 同 一 又 は 当 該 情 報 提 供 者 の い ず れ か に 該 当 す る

も の （ 法 令 の 規 定 に よ り 当 該 利 用 特 定 個 人 情 報 の 利 用 又 は 提 供 に

関 す る 事 務 の 全 部 又 は 一 部 を 行 う こ と と さ れ て い る 者 が あ る 場 合

に あ っ て は 、 そ の 者 を 含 む 。 ） と す る 。 た だ し 、 提 供 す る こ と が

で き る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 が 条 例 に よ り 限 定 さ れ て い る 地 方

公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 限 定 機 関 」 と い う 。 ） が

、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で き る 利

用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 個 人 情

報 保 護 委 員 会 規 則 第 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き あ ら か じ

め そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 申 し 出 た 場 合 に お い て 、 条 例 に

よ り 提 供 し な い こ と と さ れ た 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 に あ っ て は

、 限 定 機 関 を 除 く 。  

［ 一 ～ 三  略 ］  

４  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 利 用 特 定

個 人 情 報 は 、 法 定 事 務 等 に お い て 情 報 提 供 者 に 提 供 を 求 め る 利 用

特 定 個 人 情 報 の 範 囲 と 同 一 又 は そ の 一 部 で あ る 利 用 特 定 個 人 情 報

と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 利 用 特 定 個 人 情 報 を 除 く 。  

一  提 供 を 求 め た 利 用 特 定 個 人 情 報 が 地 方 税 関 係 情 報 で あ る 場 合

に お い て 、 当 該 地 方 税 関 係 情 報 の 提 供 を 求 め る こ と に つ い て 本

人 の 同 意 が な い 場 合 に お け る 当 該 地 方 税 関 係 情 報  

利 用 事 務 実 施 者 は 、 当 該 法 定 事 務 又 は そ れ 以 外 の 法 定 事 務 の う ち

そ の 事 務 の 内 容 が 当 該 条 例 事 務 の 内 容 と 類 似 し て い る も の で あ っ

て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の （ 次 項 に お い て 「 法 定 事 務

等 」 と い う 。 ） を 処 理 す る た め に 必 要 な 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る

情 報 提 供 者 と 同 一 又 は 当 該 情 報 提 供 者 の い ず れ か に 該 当 す る も の

（ 法 令 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 の 利 用 又 は 提 供 に 関 す る 事

務 の 全 部 又 は 一 部 を 行 う こ と と さ れ て い る 者 が あ る 場 合 に あ っ て

は 、 そ の 者 を 含 む 。 ） と す る 。 た だ し 、 提 供 す る こ と が で き る 特

定 個 人 情 報 の 範 囲 が 条 例 に よ り 限 定 さ れ て い る 地 方 公 共 団 体 の 長

そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 限 定 機 関 」 と い う 。 ） が 、 行 政 手 続 に

お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第

十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で き る 特 定 個 人 情 報 の

範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則

第 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き あ ら か じ め そ の 旨 を 個 人 情

報 保 護 委 員 会 に 申 し 出 た 場 合 に お い て 、 条 例 に よ り 提 供 し な い こ

と と さ れ た 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 に あ っ て は 、 限 定 機 関 を 除 く 。  

 

［ 一 ～ 三  同 上 ］  

４  法 第 十 九 条 第 九 号 の 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る 特 定 個 人

情 報 は 、 法 定 事 務 等 に お い て 情 報 提 供 者 に 提 供 を 求 め る 特 定 個 人

情 報 の 範 囲 と 同 一 又 は そ の 一 部 で あ る 特 定 個 人 情 報 と す る 。 た だ

し 、 次 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 を 除 く 。  

一  提 供 を 求 め た 特 定 個 人 情 報 が 地 方 税 関 係 情 報 で あ る 場 合 に お

い て 、 当 該 地 方 税 関 係 情 報 の 提 供 を 求 め る こ と に つ い て 本 人 の

同 意 が な い 場 合 に お け る 当 該 地 方 税 関 係 情 報  
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二  限 定 機 関 が 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す

る こ と が で き る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 第

二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き あ ら か じ め そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委

員 会 に 申 し 出 た 場 合 に お い て 、 条 例 に よ り 提 供 し な い こ と と さ

れ た 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 に お け る 当 該 利 用 特 定 個 人 情 報  

 

（ 届 出 及 び 公 表 ）  

第 三 条  法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に 基 づ き 利 用 特 定 個 人 情 報 の 提 供

を 求 め る 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 は 、 あ ら か じ め 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ・ 二  略 ］  

三  条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 及 び 当 該 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 に

対 し 提 供 を 求 め る 利 用 特 定 個 人 情 報  

四  ［ 略 ］  

［ ２ ～ ６  略 ］  

（ 中 止 の 届 出 及 び 公 表 ）  

第 四 条  前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の

他 の 執 行 機 関 は 、 法 第 十 九 条 第 九 号 に 規 定 す る 利 用 特 定 個 人 情 報

の 提 供 の 求 め を 行 わ な い こ と と し た と き は 、 そ の 旨 を 個 人 情 報 保

護 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  ［ 略 ］  

３  個 人 情 報 保 護 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た と き は 、

法 第 十 九 条 第 九 号 に 規 定 す る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 提 供 の 求 め を 行

わ な い 旨 を 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 公 表 す る も の と す る

二  限 定 機 関 が 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す

る こ と が で き る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成

二 十 八 年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 六 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に 基 づ き あ ら か じ め そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 申 し 出 た 場

合 に お い て 、 条 例 に よ り 提 供 し な い こ と と さ れ た 特 定 個 人 情 報

の 範 囲 に お け る 当 該 特 定 個 人 情 報  

（ 届 出 及 び 公 表 ）  

第 三 条  法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に 基 づ き 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求

め る 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 は 、 あ ら か じ め 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ・ 二  同 上 ］  

三  条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 及 び 当 該 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 に

対 し 提 供 を 求 め る 特 定 個 人 情 報  

四  ［ 同 上 ］  

［ ２ ～ ６  同 上 ］  

（ 中 止 の 届 出 及 び 公 表 ）  

第 四 条  前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の

他 の 執 行 機 関 は 、 法 第 十 九 条 第 九 号 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 の 提

供 の 求 め を 行 わ な い こ と と し た と き は 、 そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委

員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
２  ［ 同 上 ］  

３  個 人 情 報 保 護 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た と き は 、

法 第 十 九 条 第 九 号 に 規 定 す る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 の 求 め を 行 わ な

い 旨 を 前 条 第 四 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 公 表 す る も の と す る 。  
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。  

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で き

る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と

が で き る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部

分 の よ う に 改 め る 。  
改   正   後  改   正   前  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で

き る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則  

 （ 申 出 及 び 公 表 ）  

第 二 条  法 第 二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で

き る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 が 条 例 に よ り 限 定 さ れ て い る 地 方 公

共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 限 定 機 関 」 と い う 。 ） は 、

法 第 二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 に

基 づ き 、 そ の 旨 を 申 し 出 よ う と す る と き は 、 法 第 二 十 六 条 に お い

て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例 の 施 行 の 日 の 属

す る 年 度 の 前 々 年 度 末 ま で に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書

を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第

二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で

き る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 に 関 す る 規 則  

 （ 申 出 及 び 公 表 ）  

第 二 条  法 第 二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に よ り 提 供 す る こ と が で

き る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 が 条 例 に よ り 限 定 さ れ て い る 地 方 公 共 団

体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 限 定 機 関 」 と い う 。 ） は 、 法 第

二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 に 基 づ

き 、 そ の 旨 を 申 し 出 よ う と す る と き は 、 法 第 二 十 六 条 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例 の 施 行 の 日 の 属 す る

年 度 の 前 々 年 度 末 ま で に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 個

人 情 報 保 護 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 二 十

六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例 の 施
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の 施 行 の 日 の 属 す る 年 度 が 平 成 二 十 九 年 度 ま で の 場 合 に お い て は

、 平 成 二 十 八 年 度 中 に 申 出 書 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 提 出 す る こ

と が で き る も の と す る 。 な お 、 地 方 公 共 団 体 が 法 第 二 十 六 条 に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例 を 制 定 す る 場

合 に お い て は 、 あ ら か じ め 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 学 識 経 験 の あ

る 者 を 含 む 者 等 で 構 成 さ れ る 合 議 制 の 機 関 の 意 見 を 聴 く よ う 努 め

る も の と す る 。  

一  ［ 略 ］  

二  前 号 の 条 例 の 名 称 及 び そ の 条 例 で 提 供 し な い こ と と さ れ た 特

定 個 人 番 号 利 用 事 務 （ 法 第 十 九 条 第 八 号 に 規 定 す る 特 定 個 人 番

号 利 用 事 務 を い う 。 ） の う ち い ず れ か の 事 務 に 準 ず る 事 務 を 処

理 す る た め に 必 要 な 利 用 特 定 個 人 情 報 の 全 部 又 は 一 部  

三  第 一 号 の 条 例 に よ り 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 を 開 始 す

る 日  

四  ［ 略 ］  

［ ２ ～ ４  略 ］  

（ 中 止 又 は 変 更 の 申 出 及 び 公 表 ）  

第 三 条  前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 を し た 限 定 機 関 は 、 同 項 第 一

号 の 条 例 を 廃 止 又 は 改 正 し て 法 第 二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に

よ り 提 供 す る こ と が で き る 利 用 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 を 中 止

し 、 又 は 変 更 し よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会

に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 条 の 規 定 を

準 用 す る 。  

行 の 日 の 属 す る 年 度 が 平 成 二 十 九 年 度 ま で の 場 合 に お い て は 、 平

成 二 十 八 年 度 中 に 申 出 書 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 提 出 す る こ と が

で き る も の と す る 。 な お 、 地 方 公 共 団 体 が 法 第 二 十 六 条 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 条 例 を 制 定 す る 場 合 に

お い て は 、 あ ら か じ め 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 学 識 経 験 の あ る 者

を 含 む 者 等 で 構 成 さ れ る 合 議 制 の 機 関 の 意 見 を 聴 く よ う 努 め る も

の と す る 。  

一  ［ 同 上 ］  

二  前 号 の 条 例 の 名 称 及 び そ の 条 例 で 提 供 し な い こ と と さ れ た 法

別 表 第 二 の 第 二 欄 に 掲 げ る 事 務 の う ち い ず れ か の 事 務 に 準 ず る

事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 同 表 第 四 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報

の 全 部 又 は 一 部  

三  第 一 号 の 条 例 に よ り 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 を 開 始 す る 日  

 

四  ［ 同 上 ］  

［ ２ ～ ４  同 上 ］  

（ 中 止 又 は 変 更 の 申 出 及 び 公 表 ）  

第 三 条  前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 を し た 限 定 機 関 は 、 同 項 第 一

号 の 条 例 を 廃 止 又 は 改 正 し て 法 第 二 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 第 十 九 条 第 九 号 の 規 定 に

よ り 提 供 す る こ と が で き る 特 定 個 人 情 報 の 範 囲 の 限 定 を 中 止 し 、

又 は 変 更 し よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 申

し 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 条 の 規 定 を 準 用

す る 。  

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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附  則  

こ の 規 則 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日

（ 令 和 六 年 五 月 二 十 七 日 ） か ら 施 行 す る 。  


